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　年金制度を理解することは、高齢者の生活を支援していくケ
アマネジャーにとって大変重要なことです。まず、年金制度の意
義や仕組み、保険料の減免制度、話題のiDeCoやNISAなどにつ
いて理解しましょう。

老後や障害などのリスクに備えるために年金
制度は必要

年金制度の意義―なぜ年金制度が重要なのか1

　社会保障制度の中で国民に一番関心をもたれているのが年金制度
です。
　社会保障とは、私たちの人生の中で、病気や事故、障害、失業、
退職など生活を不安定にするリスクにあったときに、健やかで安心
できる生活を保障する公的な仕組みのことです。例えば、病気にな
ったときは公的な医療保険制度により安心して医療機関にかかるこ
とができます。年金制度は、年をとって働けなくなったときの「老
後のリスク」に備えて、現役時代から保険料を負担し、高齢期にな
って年金を受給することにより、老後の生活の安定を図るための仕
組みです。
　国が創設した年金制度を民間の年金制度と区別して表現するとき
には「 公的年金制度」といいます。公的年金制度は、世界では19世
紀末のドイツで初めて創設されました。日本では、1930年代に厚
生年金保険制度が創設され、1960年代には、すべての国民が公的
年金制度に加入する「 国民皆

かい

年金」の体制が確立しました。
　もし、年金制度がなかったら、私たちの生活はどうなるでしょうか。
まず、年老いた親の生活を支えるために仕送りが必要です。一方で、

自分の老後生活の準備もしないといけません。ただし、自分が何歳
まで生きるかわからないという「長寿のリスク」があります。
　例えば、毎月20万円の生活費が必要だとすると、年間240万円、
65歳から20年間分ですと4,800万円になります。しかし、これだ
けの貯蓄があれば安心でしょうか。寿命はさらに延びるかもしれま
せん。4,800万円の貯蓄でも足りないということになりかねません。
　公的年金の特徴の一つに終身で給付が行われるという点があります。
これに対して民間の個人年金は給付期間が限定されていることが一
般的です。公的年金は終身の給付ですから、長生きをすればするほ
ど年金の総受給額が多くなります。
　厚生労働省の「令和4年国民生活基礎調査」によると、高齢者世帯
の収入の約6割を公的年金が占めています。また、図1の通り、高齢
者世帯の約6割は、公的年金が総所得の80％以上を占めています。
このように年金は高齢者の生活を支える重要な経済的基盤となって
います。

図1　 高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成
割合

（出典）厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」
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【定価】2,530円（本体 2,300円＋税10％）

自信をもって利用者と向き合える
ケアマネジャーのための年金制度解説本

アセスメントやケアプランに差がつく 利用者の生活を支えるお金のはなし
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亡くなった人の年金の受け取り15
老齢基礎年金を受給していた利用者が亡くなりまし

た。遺族が現れて、まだ受け取っていない年金がある
ので、その受け取り方を尋ねてきました。どのような
手続きが必要なのでしょうか。

　「 未支給年金」は、日本年金機構などの年金保険者
に申請することにより、遺族が受け取ることができます。

年金は年6回に分けて偶数月の15日に、その前月ま
での2カ月分が支払われます。年金を受給中の人が亡
くなった場合、受取る予定だった年金が未支給になり
ます。偶数月に亡くなった人は1カ月分、奇数月に亡
くなった人は2カ月分の年金が未支給になります。例
えば3月に亡くなると、4月に受け取るはずだった2月、
3月の2カ月分が未支給年金になります。
未支給年金は、生計を同じくしていた遺族のうち、

優先順位の高い人から請求することができます。故人と
の生計同一を証明できれば別居の遺族でも請求可能です。
未支給年金がある場合は、日本年金機構などの年金

保険者に申請することにより、後日、遺族が受け取る
ことができます。故人と別居していたときには生計同
一関係に関する申立書を添付します。
繰下げ待機中の人が年金を受給せずに亡くなった場

合は、65歳から亡くなった日が属する月までの年金を、
遺族は請求できます。

➡　第2章第4節「1　年金の請求」

年金の請求手続き14
新規の利用者ですが、独居で身寄りがなく、また認

知症の症状も出てきており、年金関係の郵便物も放置
され、年金の請求手続きもしていないようですが、年
金は受け取れるのでしょうか。請求手続きを手伝うに
あたって、どのような点に気をつければよいのでしょ
うか？

　年金をもらい忘れていてもその後に請求すれば受け
取ることはできます。ただし、年金の受け取りには5年
の 時効があります。

年金を受け取るためには 年金請求書の提出が必要で
す。年金の受給開始年齢になると、日本年金機構から
年金請求書が送付されますので、それに必要事項を記
入して添付書類とともに年金事務所へ提出することに
より、年金の支給が始まります。
年金請求書の提出期限の1年を過ぎても提出しなかっ

た場合は、年金を受け取ることはできません。その場
合は、年金事務所に用意してある年金請求書を使用し
てそれを提出すれば、年金を受け取ることができます。
請求した時点でさかのぼって未払いの年金を受け取る
ことができますが、年金の時効は5年と定められてい
ますので注意が必要です。

➡　第2章第4節「1　年金の請求」
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老齢年金は66歳以降75歳まで繰り下げて受
給でき、増額される

繰下げ受給とは
7

　老齢基礎年金・老齢厚生年金は、希望すれば、本来の受給開始年

齢（65歳）よりも遅い時期に受け取ることができます。これを「 繰下

げ受給」といいます。　繰下げ受給を希望する場合は、年金請求書を提出する必要はあり

ません。自動的に繰下げ受給の開始を待つ状態（繰下げ待機期間）に

なります。繰下げ受給を希望する時期に、年金事務所または年金相

談センターに、 老齢年金支給繰下げ請求書を提出します。繰下げ受

給は、66歳から75歳（1952（昭和27）年4月1日以前生まれの方は

70歳）になるまでの間に請求することができます。
　繰下げ受給の請求をした時点（月単位）に応じて、受給権発生年月

日から繰下げした月数ごとに0.7％年金額が増額され、その増額率

は生涯変わりません。例えば、70歳時点では42％、75歳時点では

84％増額されます。厚生労働省「令和3年度厚生年金保険・国民年

金事業の概況」によれば、国民年金の受給権者の繰下げ率は1.8％で

す。

図3　繰下げ受給のイメージ

（注） 　老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれについて増額され、増額は生涯続きます。どちらか一

方のみ繰下げすることも可能です。
（出典）日本年金機構『老齢年金ガイド　令和5年度版』を一部改変

● 繰下げ受給で注意すべきこと　繰下げ受給をすると老齢年金額が増加しますが、例えば、70歳で受給

し始めた場合、65歳から受給した人に対して累計の年金額が追い越すの

は約81歳と見込まれます。それ以降はその差が大きくなっていきます。

81歳以上長生きをすれば、繰下げ受給の効果は大きいです。逆にいえば、

81歳前に死亡すると、65歳受給の方が得だったということになります。

　また、次のような注意すべき点があります（主なものを列挙しています）。

　① 　老齢基礎年金と老齢厚生年金はどちらも繰下げ受給にすることも、

あるいはどちらかを繰下げ受給にすることも可能です。
　② 　加給年金額は増額の対象にならず、また、繰下げ待機期間（年金を

受け取っていない期間）中は加給年金を受け取ることはできません。

　③ 　日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金を受け取ること

ができる場合は、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の

請求をしなくてはいけません。　④ 　もし繰下げ待機期間中に亡くなった場合は、65歳から亡くなった

時期までの年金について、「未支給年金」として遺族が受け取ること

ができます。その場合、受給できる年金は繰下げ増額の対象外で、本

人の65歳時点での受給額に経過期間を乗じた額になります。
　⑤ 　 在職老齢年金制度により、年金の全部または一部が支給停止されて

いる人は、在職支給停止相当分は繰下げによる増額の対象となりませ

ん。
　⑥ 　老齢年金を繰り下げることで年金額は増えますが、医療保険・介護

保険料の自己負担や税金・社会保険料は増加する方向で影響を受ける

可能性があります。
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忙しいケアマネジャーでも
制度の基本がまるっとわかる！

アセスメントやケアプラン作成などの
実務にすぐに活かせる！

実務に即したＱ＆Ａ＋
介護保険制度等との関連性も解説

第 3 章　年金制度と介護保険制度
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　ここでは、介護保険制度において年金と関連するもので年金
からの介護保険料の天引きや利用者負担について解説します。

介護保険の第1号被保険者（65歳以上の者）
の介護保険料は、原則として年金から天引き
徴収

年金からの介護保険料の徴収
1

　介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上

65歳未満の第2号被保険者に分かれます。　第1号被保険者と第2号被保険者は、年齢以外に、保険給付の対象

となる要件や保険料の賦課・徴収方法などに相違があります（詳し

くは、表1を参照）。　第1号被保険者の保険料は、保険者である市町村（東京23区を含む。

以下同じ）が賦課・徴収をします。　保険料の徴収方法は、原則として、公的年金からの天引きです。

日本年金機構等の年金保険者が年金から介護保険料を源泉徴収し、

市町村に納付します。被保険者が市町村に保険料を納付する必要は

ありません。
　老齢年金や遺族年金または障害年金を年額18万円以上受給してい

る人が対象で、年金の定期支払（年6回）の際に保険料が差し引かれ

ます。
　介護保険制度では、保険料を年金から徴収することを特別徴収、

市町村が被保険者から直接徴収することを普通徴収といいます。普

通徴収の支払時期や回数は市町村によって異なります。
　第2号被保険者（40歳以上65歳未満の者）の保険料は、被保険者

が加入する医療保険制度における医療保険料と同様の算定方法で賦

課され、医療保険料とともに徴収されます。保険料の額は、加入す

る医療保険により異なります。
表1　介護保険制度における第1号被保険者と第2号被保険者第1号被保険者

第2号被保険者

年齢区分
65歳以上の者

40歳以上65歳未満の医療保険加入者
保険給付の対象者 要介護者、要支援者 左のうち、特定疾病（初老期認知症、脳血管疾患などの老化に起因する疾病）によるもの
保険料負担 所得段階別定額保険料 加入する医療保険の保険料算定と同様の方式による負担
保険料の賦課・徴収方法 年間年金額18万円以上の者は特別徴収、それ以外の者は普通徴収

医療保険者が医療保険料とともに賦課・徴収し、納付金として一括して納付
著者作成

第3章 年金制度と介護保険制度
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利用者の受給状況を把握しなくちゃいけ
ないんだけど、聞きにくいんだよな……

年金が少なくて、必要なサービスを
入れられないのよね……
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略称：ケアマネ年金（094300）
2023.12 NA

●定価：2,530円（本体2,300円＋税10％）［コード094300］
申込部数　　　部

これならわかる！ ケアマネが知っておきたい年金制度　基本の「き」
―アセスメントやケアプランに差がつく　利用者の生活を支えるお金のはなし―

また、お買い上げ合計金額5，000円（税込）未満のご注文については、国内配送料550円（税込）にてお届けいたします。

※現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、
　代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。

勤務先
自宅

会社・
事務所
個人（私用）

請求先 （公用）事業所名

第一法規ストア

第 1章　年金制度

1 年金制度の意義―なぜ年金制度が重要なのか
2 日本の年金制度
3 賦課方式と積立方式
4 公的年金制度の構成
5 国民年金とは
6 厚生年金保険とは
7 保険料の免除制度（その 1）
8 保険料の免除制度（その 2）
9 年金の併給
10 企業年金とは
11 国民年金基金や iDeCo とは
12 NISA とは

第 2章　各種給付

第 1節 老齢年金
❶ 老齢基礎年金とは（その 1）／❷ 老齢基礎年金とは（その 2）
❸ 老齢厚生年金とは／❹ 特別支給の老齢厚生年金とは
❺ 老齢厚生年金の支給停止（在職老齢年金制度）
❻ 繰上げ受給とは／❼ 繰下げ受給とは
❽ 離婚時の年金分割

第 2節 障害年金
❶ 障害年金とは／❷ 障害年金の受給の要件
❸ 障害基礎年金や障害厚生年金の額
❹ 障害年金と他の年金との併給
❺ 障害年金で注意すべきこと
第 3節 遺族年金
❶ 遺族年金とは／❷ 遺族基礎年金とは
❸ 寡婦年金と死亡一時金／❹ 遺族厚生年金とは
❺ 遺族年金と老齢年金の併給の問題
第 4節 年金の請求方法
❶ 年金の請求／❷ ねんきん定期便とは
第 5節 その他の給付に関する制度
❶ 年金生活者支援給付金とは（その 1）

❷ 年金生活者支援給付金とは（その 2）
❸ 特別障害給付金とは

第 3章　年金制度と介護保険制度

1 年金からの介護保険料の徴収
2 高齢者の介護保険料の設定
3 介護保険における利用者の自己負担
4 利用者負担の軽減制度（その 1）
5 利用者負担の軽減制度（その 2）

第 4章　年金制度とその他の社会保障制度

1 年金と生活保護制度との関係
2 年金と生活困窮者自立支援制度との関係
3 年金と医療保険制度との関係
4 年金と雇用保険制度との関係

目　次

Q&A編

① 年金の受給状況を知るためには？
② 年金の受給額を推測するためには？
③ 年金の確定申告
④ 遺族年金と老齢年金の併給の可能性
⑤ 65 歳を目前にした障害年金の申請
⑥ 障害年金の停止
⑦ 高齢期の障害年金の申請
⑧ 障害年金と生活保護との関係
⑨ 年金の繰下げの中断
⑩ 年金の繰上げ受給の課題
⑪ 離婚時の年金分割
⑫ 少ない年金を補う方法
⑬ 年金と給与収入との関係
⑭ 年金の請求手続き
⑮ 亡くなった人の年金の受け取り

解説編


